
 

 

佐渡出身学生応援ギフト事業実施要綱をここに定める。 

  令和７年７月１日 

 

佐渡市長 渡辺 竜五    

 

佐渡市告示第188号 

佐渡出身学生応援ギフト事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する佐

渡市出身の学生等の生活を応援することを目的に、佐渡産品を活用した

物資を支給するために必要な事項を定めるものとし、その支給等に関し

ては、佐渡市補助金等交付規則（平成16年佐渡市規則第55号）に定める

もののほか、この告示の定めるところによる。  

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 「応援ギフト」とは、市の生産物又は当該生産物の加工品の詰め合

わせ（5,000円相当）をいう。  

⑵ 「大学等」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第83条に規定す

る大学(同法第97条に規定する大学院を含む。 )、同法第 108条に規定

する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校、同法第 124条に

規定する専修学校のことをいう。ただし、海上保安学校、防衛大学

校、税務大学校その他の公的機関の教育機関を除く。  

⑶ 「申込者」とは、応援ギフトの支給を申し込もうとする者をいう。  

⑷ 「保護者等」とは、学生を扶養する父母、養父母等の児童福祉法

(昭和22年法律第164号)第６条に規定する保護者、同条第６条の４に

規定する里親等をいう。  

（対象者の要件） 



 

 

第３条 対象者は、申請時点で次に掲げる要件をいずれも満たすものとす

る。 

 ⑴ 佐渡市内の小学校、中学校又は高等学校のいずれかに在籍していた

者であること。  

 ⑵ 平成19年４月１日以前に生まれた者であること。  

 ⑶ 大学等に在学する島外在住の学生等であって、国内に居住している

者であること。 

 ⑷ 佐渡市住民基本台帳に記録されている又は記録が残っている者であ

ること。 

 ⑸ 保護者等が、令和７年７月１日時点で佐渡市住民基本台帳に記録さ

れている者であること。  

（応援ギフトの申込） 

第４条 申込者は、佐渡出身学生応援ギフト事業申込書（様式第１号）を

令和７年９月30日までに市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申込者は、市が用意したインターネットの

専用申込フォーム等により申込を行うことができる。  

３ 申込は、対象者又は当該対象者の保護者等が行うものとする。  

（応援ギフトの支給） 

第５条 市長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を審査

の上、支給の可否を決定し、対象者に応援ギフトを支給するものとす

る。 

２ 応援ギフトの支給は、同一対象者につき１回限りとする。  

(不当利得の返還) 

第６条 市長は、不正の手段により応援ギフトの支給を受けた者に対し、

給付に要した費用相当額の返還を求めることができる。 

（所管） 

第７条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。  

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、佐渡出身学生応援ギフト事業の実



 

 

施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この告示は、公表の日から施行する。  

（失効規定）  

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。  



 

 

様式第１号（第３条関係）  

令和  年 月  日 

佐渡市長 様 

申込者氏名            

佐渡出身学生応援ギフト事業申込書  

 

応援ギフトの支給を受けたいので、同意事項に同意の上、次のとおり申請します。  

１  支給対象者（学生の住所等）  

ふりがな  

生年月日   
氏名  

住所 

（応援ギフトの  

お届け先）  

〒   －   

     
都道

府県                  

                        
※マンション、アパート名、部屋番号までお書きください。  

電話番号 ※日中に連絡可能な電話番号  

メールアドレス   

在籍学校の名称   学年   年 

応援ギフトの希望  

（どちらか選択）  

□お米セット  

（佐渡産米を含む食品詰め合

わせセット）  

□佐渡産品詰め合わせセット  

（お米を含まない食品詰め合

わせセット）  

 

２  保護者等  

ふりがな  

生年月日   
氏名  

住所 
〒 952－    

 新潟県佐渡市                     
※マンション、アパート名、部屋番号までお書きください。  

電話番号 ※日中に連絡可能な電話番号  

 

３  添付書類  

・学生であることを証明する書類（学生証、在学証明書等の写し）  

 

【同意事項】必ずお読みください。  
１  支給要件を審査するため、市が学生及び保護者等の住民基本台帳の確認を行うこと。  

２  応援ギフトの発送に際し、発送等を取り扱う委託事業者等へ送付先等の個人情報を提供

すること。  

３  応援ギフトの配達日時の指定はできないこと。  

４  応援ギフトの受け取りができず、配送事業者による保管期間を経過し、市に返送された

場合、再度の発送はしないこと。  

５  アンケート、情報提供等の実施のためメールアドレスなどの個人情報を使用すること。  

６  申請書類等は返却せず、必要な期間、市が保管し、期間終了後は適切に処分すること。  


